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○社協のおもな業務内容
❶住民による小地域福祉活動の推進
❷ボランティア活動と福祉教育の推進
❸福祉に関する相談助言と援助
❹障がいのある方への支援
❺子どもの健全育成と子育て支援 

❻高齢者の日常生活と生きがいづくり支援
❼介護保険による介護サービスの提供
❽福祉に関する調査と広報活動
❾その他各種福祉サービスの提供
❾共同募金運動への協力10

　小冊子『わかりやすい社協』は、中津川市社会福祉協議会の役割や
仕事について、広くみなさまに知っていただき、『社協』を身近に感じ
ていただくために作成したものです。

わかりやすい社協わかりやすい社協わかりやすい社協わかりやすい社協

この冊子は、赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。

中津川市社会福祉協議会
社会福祉法人 ふれあい・ぬくもり・たすけあい
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助け合おう



○会　員
　社会福祉協議会は、住民のみな
さまが会員となり、地域福祉を推進
することを目的とした団体です。  
このため住民自身が会員として社
協の基盤を支えています。

・一般会費　年額 1,000 円以上 3,000 円未満の協力者
・特別会費　年額 3,000 円以上の協力者
・法人会費　年額 5,000 円以上の協力をいただいた
　　　　　　法人・事業所

○社会福祉協議会とは
　市民のみなさまと同じ視点から、きめこまかい地域福祉活動を行います。 
　誰もが安心して楽しく暮らせる「安心できる温かい福祉のまち中津川」をめざし、
地域のみなさまやボランティア、福祉、保健等の関係者、行政機関の協力を得ながら共
に考え実行していく地域福祉推進のための民間の社会福祉団体です。
　民間組織としての「自主性」と広く市民のみなさまや社会福祉関係者に支えられた
「公共性」という２つの側面を合わせ持っています。 
　また、社会福祉協議会を略して「社協（しゃきょう）」といいます。

○社会福祉協議会の役割（社会福祉法第 109条に規定）
・社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
・社会福祉に関する活動への住民参加のための援助
・社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
・社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業の実施

○組　織
◎役　員 社会福祉協議会は、住民主体の原則に基づき、広報会長会連合会、民生委員児童委員協議会

連合会、市議会議員、その他社会福祉団体・機関の代表、識見者、ボランティア団体など各分
野の代表により組織されています。

◎事務局と社協支部 
　『事務局（本所・支所）』は、地域福祉活動やボランティア活動の
推進、介護保険事業、障害者自立支援事業などの福祉サービスを
提供します。
　また、『社協支部』は、地域の代表である支部長、地域福祉推進員
などの役員や、住民ボランティアにより社協会費等を財源として、
主体的に小地域福祉活動を行います。

◎設　立 昭和 53年 1月 6日
　　〃　　2月 6日
平成 17年 4月 1日

社会福祉法人中津川市社会福祉協議会として設立認可
社会福祉法人登記
市町村合併にともない中津川市近隣７町村社会福祉協議会 (山口村・
坂下町・川上村・加子母村・付知町・福岡町・蛭川村）と合併

会 　 長　1人
副 会 長　2人
常務理事　1人

顧問（1人）

会　員（地域住民、法人・事業所）

苦情解決第三者委員（2人）
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○社協支部事業 

○地域福祉活動
　計画推進事業

　「子育てサロン」や「子ども地
域ボランティア体験」などを行
います。

①子育て支援事業 ②高齢者地域ふれあい事業

　ひとり暮らし高齢者などを
対象に「ふれあい食事交流」や
「ふれあいサロン」を行います。

　社協１５支部（市内全地域）では、住民のみなさまからの会費を活かして、さ
まざまな福祉事業を行うことで、地域福祉を推進しています。社協では、ネッ
トワークつくりを行うことで、住民による福祉活動を支援しています。

　広報啓発や計画推進協力者との協議を行
い、地域住民主体の地域福祉活動計画の推進
を図ります。

■社協支部基本事業 市内全域（全支部）で取り組む共通の事業です。

■社協支部自主事業 地域の実情に応じて取り組む、支部独自の事業です。

③地域生活あんしん事業

■支部モデル事業
子育てサロンの普及啓発活動を
行うことにより、小地域での子育
て支援体制の充実を図ります。

①住民による小地域福祉活動の推進
～みんなが主役の福祉のまちづくり～

○社協支部支援事業
　社協支部活動が、住民主体で
円滑にできるように、各社協支
部との連携強化と拠点整備、理
解を深めるための研修会などを
行います。

○地域福祉推進員等研修事業

　地域の児童・生徒を対象に
楽しく防災を学びます。

　「命のバトン」を設置し、要援
護者の見守り活動を行います。

　地域の伝統や文化継承を通じ
て三世代の交流を行います。

　誰もが住みなれた地域で安
心して暮らせるように、防犯・
防災に関する活動を行います。

④社協支部だよりの発行
　社協支部ごとに広報紙を発
行し、地域福祉に関する身近な
情報を発信します。

　地域福祉推進員の
役割や、社協支部活
動について理解を深
めるための研修会を
開催します。

●ジュニア災害体験セミナー事業 ●「命のバトン」事業 ●三世代交流事業
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